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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信者から受信者へのオリジナルデータを転送する複数の通信装置と、前記オリジナル
データに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化データを生成する符号化装置
と、前記符号化データを復号化する復号化装置とを備えた通信システムにおいて、
　前記符号化装置が第１の通信装置に接続され、前記復号化装置が第２の通信装置に接続
されており、前記第１の通信装置と前記第２の通信装置の間で、前記符号化装置も前記復
号化装置も経由せずに前記送信者から前記受信者への前記オリジナルデータを転送可能な
第１の通信経路とは少なくとも一部が異なる第２の通信経路において、前記第１の通信装
置によって転送された前記オリジナルデータが前記符号化装置によって受信され、前記符
号化装置から送信された前記符号化データが前記第２の通信装置を経由して前記復号化装
置によって受信され、前記復号化装置によって復号化されたデータが前記第２の通信装置
へ送信され、
　前記オリジナルデータが前記送信者からマルチキャストで送信され、
　前記符号化装置は、前記オリジナルデータを受信するための受信要求を生成して送信す
る第１の受信要求送信手段と、前記オリジナルデータを受信する第１の受信手段と、受信
された前記オリジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化データ
を生成する符号化手段と、前記符号化データを送信する第１のデータ送信手段とを有し、
　前記復号化装置は、前記送信者までの通信経路が前記復号化装置の方向であることを前
記第２の通信装置に認識させて、受信者からのマルチキャストパケットを受信するための
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参加要求を第１の通信経路を介して第１の通信装置へ到着しないようにするため、前記送
信者までの経路に関する経路情報を前記第２の通信装置へ送信する経路情報送信手段と、
前記符号化データを受信する第２の受信手段と、受信された前記符号化データを復号化し
、前記オリジナルデータを生成する復号化手段と、生成された前記オリジナルデータを、
前記送信者からマルチキャストで送信された前記オリジナルデータとして送信する第２の
データ送信手段とを有する
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記復号化装置の前記第２のデータ送信手段はさらに、前記第２の通信装置によって転
送された前記送信者へのパケットを、トンネリングによって前記符号化装置へ送信し、
　前記符号化装置の前記第１の受信手段はさらに、前記復号化装置からのパケットを受信
し、前記符号化装置の前記第１のデータ送信手段はさらに、前記第１の受信手段によって
受信された前記復号化装置からのパケットを元の前記送信元から前記送信者へのパケット
に戻して送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　送信者から受信者へマルチキャストで送信されるオリジナルデータを受信するための受
信要求を生成して送信する受信要求送信手段と、
　前記オリジナルデータを受信する受信手段と、
　受信された前記オリジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化
データを生成する符号化手段と、
　前記符号化データを送信するデータ送信手段と、
　を備え、
　前記受信手段はさらに、前記符号化データを復号化する復号化装置が、トンネリングに
よって送信した前記送信者へのパケットを受信し、前記データ送信手段はさらに、前記受
信手段によって受信された前記復号化装置からのパケットを元の前記受信者からのパケッ
トに戻して送信することを特徴とする符号化装置。
【請求項４】
　送信者から受信者までの通信経路上にある通信装置に対して、前記送信者までの通信経
路が前記復号化装置の方向であることを前記通信装置に認識させて、受信者からのマルチ
キャストパケットを受信するための参加要求を第１の通信経路を介して第１の通信装置へ
到着しないようにするため、前記送信者までの経路に関する経路情報を前記通信装置へ送
信する経路情報送信手段と、
　前記送信者から前記受信者へマルチキャストで送信されるオリジナルデータに対して、
誤り訂正符号による符号化を行い、符号化データを生成する符号化装置によって送信され
た前記符号化データを受信する受信手段と、
　受信された前記符号化データを復号化し、前記オリジナルデータを生成する復号化手段
と、
　生成された前記オリジナルデータを、前記送信者からマルチキャストで送信された前記
オリジナルデータとして送信するデータ送信手段と、
　を備えたことを特徴とする復号化装置。
【請求項５】
　前記データ送信手段はさらに、前記通信装置によって転送された前記送信者へのパケッ
トを、トンネリングによって前記符号化装置へ送信することを特徴とする請求項４に記載
の復号化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信者から受信者へのオリジナルデータを転送する複数の通信装置と、オリ
ジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化データを生成する符号
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化装置と、符号化データを復号化する復号化装置とを備えた通信システムに関する。また
、本発明は、本通信システムが備える符号化装置および復号化装置にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ブロードバンドの発達によって、大容量の映像コンテンツをIP（Internet Proto
col）網上で配信する要求が高まっている。このようなコンテンツの一部は、同報性の高
いものであり、マルチキャストを用いて配信することで、ネットワーク帯域を大きく削減
することが可能である。しかしながら、IPマルチキャストは、トランスポート層のプロト
コルとしてUDP（User Datagram Protocol）を用いるのが一般的であり、パケットロス等
に非常に弱い。
【０００３】
　そこで、誤り訂正符号を用いた手法（FEC：Forward Error Correction）により、配信
データを冗長化し、冗長化した程度のパケットロスを回復することが可能である。一般的
には、送信者で冗長化（符号化）を、受信者で回復処理（復号化）を行う。ただし、この
冗長化の程度は、送信者から各受信者までのネットワークの品質を考慮してなされるべき
ものであり、マルチキャストのような１対多の配信においては、各配信経路のネットワー
ク品質が多様となり、同一に設定するのは設計上非効率的となる場合がある。例えば、有
線や無線の混在するユビキタスネットワークにおいては、無線区間は非常に低品質なのに
対して、有線区間は高品質である。したがって、このような場合では、特定の区間のみ高
信頼化する方が効率的といえ、特定のネットワークにFEC装置（符号化装置および復号化
装置）を設置することで実現可能となる（例えば非特許文献１参照）。
【非特許文献１】近堂徹、他４名，「アプリケーションゲートウェイを利用したハイビジ
ョン映像広域伝送実験」，マルチメディア、分散、協調とモバイル，（ＤＩＣＯＭＯ）２
００５シンポジウム論文集，２００５年，ｐ．５２１－５２４，
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、FEC装置を通信経路上に直に設置すると、その設置の際やFEC装置の故障の際に
、高信頼化対象の通信だけでなく高信頼化対象外の通信までも途切れてしまうという問題
があった。
【０００５】
　本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであって、FEC装置の設置時や障害時
における高信頼化対象外の通信の遮断を防止することができる通信システム、符号化装置
、および復号化装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、送信者から受信者へのオリジ
ナルデータを転送する複数の通信装置と、前記オリジナルデータに対して、誤り訂正符号
による符号化を行い、符号化データを生成する符号化装置と、前記符号化データを復号化
する復号化装置とを備えた通信システムにおいて、前記符号化装置が第１の通信装置に接
続され、前記復号化装置が第２の通信装置に接続されており、前記第１の通信装置と前記
第２の通信装置の間で、前記符号化装置も前記復号化装置も経由せずに前記送信者から前
記受信者への前記オリジナルデータを転送可能な第１の通信経路とは少なくとも一部が異
なる第２の通信経路において、前記第１の通信装置によって転送された前記オリジナルデ
ータが前記符号化装置によって受信され、前記符号化装置から送信された前記符号化デー
タが前記第２の通信装置を経由して前記復号化装置によって受信され、前記復号化装置に
よって復号化されたデータが前記第２の通信装置へ送信され、前記オリジナルデータが前
記送信者からマルチキャストで送信され、前記符号化装置は、前記オリジナルデータを受
信するための受信要求を生成して送信する第１の受信要求送信手段と、前記オリジナルデ
ータを受信する第１の受信手段と、受信された前記オリジナルデータに対して、誤り訂正
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符号による符号化を行い、符号化データを生成する符号化手段と、前記符号化データを送
信する第１のデータ送信手段とを有し、前記復号化装置は、前記送信者までの通信経路が
前記復号化装置の方向であることを前記第２の通信装置に認識させて、受信者からのマル
チキャストパケットを受信するための参加要求を第１の通信経路を介して第１の通信装置
へ到着しないようにするため、前記送信者までの経路に関する経路情報を前記第２の通信
装置へ送信する経路情報送信手段と、前記符号化データを受信する第２の受信手段と、受
信された前記符号化データを復号化し、前記オリジナルデータを生成する復号化手段と、
生成された前記オリジナルデータを、前記送信者からマルチキャストで送信された前記オ
リジナルデータとして送信する第２のデータ送信手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の通信システムにおいて、前記復号化装置の前記第２のデータ送信手段は
さらに、前記第２の通信装置によって転送された前記送信者へのパケットを、トンネリン
グによって前記符号化装置へ送信し、　前記符号化装置の前記第１の受信手段はさらに、
前記復号化装置からのパケットを受信し、前記符号化装置の前記第１のデータ送信手段は
さらに、前記第１の受信手段によって受信された前記復号化装置からのパケットを元の前
記送信元から前記送信者へのパケットに戻して送信することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、送信者から受信者へマルチキャストで送信されるオリジナルデータを
受信するための受信要求を生成して送信する受信要求送信手段と、前記オリジナルデータ
を受信する受信手段と、受信された前記オリジナルデータに対して、誤り訂正符号による
符号化を行い、符号化データを生成する符号化手段と、前記符号化データを送信するデー
タ送信手段と、を備え、前記受信手段はさらに、前記符号化データを復号化する復号化装
置が、トンネリングによって送信した前記送信者へのパケットを受信し、前記データ送信
手段はさらに、前記受信手段によって受信された前記復号化装置からのパケットを元の前
記受信者からのパケットに戻して送信することを特徴とする符号化装置である。
【０００９】
　また、本発明は、送信者から受信者までの通信経路上にある通信装置に対して、前記送
信者までの通信経路が前記復号化装置の方向であることを前記通信装置に認識させて、受
信者からのマルチキャストパケットを受信するための参加要求を第１の通信経路を介して
第１の通信装置へ到着しないようにするため、前記送信者までの経路に関する経路情報を
前記通信装置へ送信する経路情報送信手段と、前記送信者から前記受信者へマルチキャス
トで送信されるオリジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化デ
ータを生成する符号化装置によって送信された前記符号化データを受信する受信手段と、
受信された前記符号化データを復号化し、前記オリジナルデータを生成する復号化手段と
、生成された前記オリジナルデータを、前記送信者からマルチキャストで送信された前記
オリジナルデータとして送信するデータ送信手段と、を備えたことを特徴とする復号化装
置である。
【００１０】
　また、本発明は、前記データ送信手段はさらに、前記通信装置によって転送された前記
送信者へのパケットを、トンネリングによって前記符号化装置へ送信することを特徴とす
る請求項４に記載の復号化装置である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、第１の通信経路とは少なくとも一部が異なる第２の通信経路において
、符号化装置から復号化装置へ符号化データが送信されるように、符号化装置が第１の通
信装置に接続され、復号化装置が第２の通信装置に接続されている。これによって、高信
頼化対象外のデータに関しては、第１の通信経路で転送することが可能となるので、FEC
装置の設置時や障害時における高信頼化対象外の通信の遮断を防止することができるとい
う効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
　（第１の実施形態）
　まず、本発明の第１の実施形態を説明する。図１は、本実施形態による通信システムの
構成を示している。マルチキャスト配信を行うため、送信者から受信者へ配信されるデー
タ（オリジナルデータとする）を含むマルチキャストパケットを発信する送信者装置１（
送信者）と、マルチキャストパケットを受信する受信者装置２ａ，２ｂ，２ｃ（受信者）
とが設けられている。また、送信者装置１と受信者装置２ａ，２ｂ，２ｃの間には、パケ
ットの転送を行うルータ３ａ，３ｂ，３ｃが設けられている。特に、ルータ３ａは、マル
チキャスト配信木の根となるＲＰ（Rendezvous Point）である。
【００１８】
　高信頼化する区間（本実施形態では、ルータ３ａと３ｃの間の区間）の両端には、オリ
ジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化を行い、符号化データを生成するエン
コーダ（符号化装置）と、符号化データを復号化するデコーダ（復号化装置）とが設けら
れる。従来では、例えばルータ３ａと３ｃを結ぶ通信経路上のルータ３ａ側にエンコーダ
が、ルータ３ｃ側にデコーダが設けられるため、エンコーダまたはデコーダの故障時には
、高信頼化対象のマルチキャスト通信だけでなく、高信頼化対象外の通信も途切れてしま
う問題があった。
【００１９】
　そこで、本実施形態では、高信頼化対象のパケットが通過する通信経路に対してエンコ
ーダおよびデコーダを直列に接続するのではなく、以下のように接続する形態が実現され
ている。図１に示すように、エンコーダ４は、高信頼化する区間をルータ３ａ（第１の通
信装置）までの通信経路上に含まないように（ルータ３ａから送信者装置１までの通信経
路をも含まないように）、ルータ３ａに対して接続されている。また、同様にデコーダ５
は、高信頼化する区間をルータ３ｃ（第２の通信装置）までの通信経路上に含まないよう
に（ルータ３ｃから各受信者装置までの通信経路をも含まないように）、ルータ３ｃに対
して接続されている。
【００２０】
　したがって、ルータ３ａと３ｃの間には、ルータ３ａと３ｂを直接結んだ通信経路、お
よびルータ３ｂと３ｃを直接結んだ通信経路からなる第１の通信経路と、ルータ３ａから
エンコーダ４、ルータ３ｄ、ルータ３ｂ、ルータ３ｃ、デコーダ５を経由してルータ３ｃ
に到達する第２の通信経路の少なくとも２種類の通信経路が存在することになる。これに
よって、ルータ３ａと３ｃの間で、エンコーダ４もデコーダ５も経由しない第１の通信経
路でパケットを転送することが可能となる。一方で、ルータ３ａとルータ３ｃの間で、第
１の通信経路とは少なくとも一部が異なる第２の通信経路で、エンコーダ４からの符号化
パケットをデコーダ５まで転送することが可能となる。
【００２１】
　このように、高信頼化対象外のパケットに関しては、第１の通信経路で転送することが
可能となるので、FEC装置の設置時や障害時における高信頼化対象外の通信の遮断を防止
することができる。なお、本実施形態では基本的に通信方向が決まっているため、送信者
装置１側にエンコーダ４、受信者装置側にデコーダ５が設置されている。両方向通信を対
象に高信頼化を行う場合には、エンコーダとデコーダの両機能を備えた装置を送信者装置
１側および受信者装置側にそれぞれ設置すればよい。
【００２２】
　次に、エンコーダ４およびデコーダ５の構成を説明する。図２はエンコーダ４の構成を
示している。送受信部４１は、オリジナルデータ等のパケットを受信する機能と、符号化
データ等のパケットを送信する機能とを有する。符号化部４２は、送受信部４１で受信さ
れたオリジナルデータに対して、誤り訂正符号による符号化（冗長化）を行い、符号化デ
ータ（冗長データ）を生成する機能を有する。記憶部４３は、オリジナルデータや符号化
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データ等を一時的に記憶する機能を有する。制御部４４は、必要に応じて情報処理を行う
と共に、エンコーダ４内の各部の動作を制御する機能を有する。
【００２３】
　図３はデコーダ５の構成を示している。送受信部５１は、オリジナルデータおよび符号
化データ等のパケットを受信する機能と、符号化データを復号化して得られたオリジナル
データ等のパケットを送信する機能とを有する。復号化部５２は、送受信部５１で受信さ
れた符号化データを復号化し、オリジナルデータを生成する機能を有する。記憶部５３は
、オリジナルデータや符号化データ等を一時的に記憶する機能を有する。制御部５４は、
必要に応じて情報処理を行うと共に、デコーダ５内の各部の動作を制御する機能を有する
。
【００２４】
　次に、エンコーダ４およびデコーダ５の動作を中心に、マルチキャスト配信時の本通信
システムの動作を説明する。受信者装置２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが、オリジナルデータの
マルチキャストパケットを受信するためのJoinメッセージを上流側へ向けて送信すると、
ルータ３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄによってマルチキャストパケットが転送され、受信者装置
２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄに配信される。エンコーダ４はマルチキャストに参加し、受信し
たマルチキャストパケットに含まれるオリジナルデータを符号化する。より具体的には、
エンコーダ４において、制御部４４は、マルチキャストパケットを受信するためのJoinメ
ッセージ（受信要求）を生成する。送受信部４１はルータ３ａへ向けてJoinメッセージを
送信する。Joinメッセージを受信したルータ３ａによって、マルチキャストパケットがエ
ンコーダ４へ転送されるようになる。
【００２５】
　送受信部４１はこのマルチキャストパケットを受信する。符号化部４２は、受信された
マルチキャストパケットに含まれるオリジナルデータを符号化し、符号化データを生成す
る。送受信部４１は、ルータ３ｄへ向けて、符号化データを含むパケットを送信する。符
号化データの送信はマルチキャストで行っても、ユニキャストで行ってもよい。符号化デ
ータを含むパケットの宛先アドレスはオリジナルデータのマルチキャストパケットとは別
の宛先アドレスであり、符号化データがマルチキャストで送信される場合には、オリジナ
ルデータのマルチキャストパケットの宛先アドレスに設定されているマルチキャストグル
ープのアドレスとは異なるマルチキャストグループのアドレスが符号化データのマルチキ
ャストパケットの宛先アドレスに設定される。また、符号化データがユニキャストで送信
される場合には、符号化データのパケットの宛先アドレスはデコーダのアドレスに設定さ
れる。
【００２６】
　デコーダ５は、オリジナルデータのマルチキャストパケットと共に、エンコーダ４から
送信された符号化データのパケットを受信する。より具体的には、デコーダ５の制御部５
４は、オリジナルデータのマルチキャストパケットを受信するためのJoinメッセージを生
成する。送受信部５１はルータ３ｃへ向けてJoinメッセージを送信する。Joinメッセージ
を受信したルータ３ｃによって、マルチキャストパケットがデコーダ５へ転送されるよう
になる。
【００２７】
　また、符号化データがエンコーダ４からマルチキャストで送信される場合には、デコー
ダ５は、符号化データのマルチキャストパケットを受信するためのJoinメッセージを生成
し、ルータ３ｃへ向けて送信する。このJoinメッセージを受信したルータ３ｃによって、
符号化データのマルチキャストパケットがデコーダ５へ転送されるようになる。符号化デ
ータがエンコーダ４からユニキャストで送信される場合には、ルータ３ｃからデコーダ５
へそのまま符号化データのパケットが転送される。
【００２８】
　デコーダ５において、送受信部５１はオリジナルデータのマルチキャストパケットおよ
び符号化データのパケットを受信する。復号化部５２は、受信された符号化データを復号
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化し、オリジナルデータを生成する。また、制御部５４は、受信されたオリジナルデータ
にロスがあるか否かを判定し、オリジナルデータにロスを検出した場合には、復号化部５
２にその旨を通知する。復号化部５２は、制御部５４からの通知に基づいて、生成したオ
リジナルデータのうち通信経路で失われたデータを回復データとして送受信部５１へ出力
する。送受信部５１は回復データをルータ３ｃへ向けて送信する。この回復データは、送
信元アドレスがオリジナルデータのマルチキャストパケットの送信元アドレスと同じであ
り、宛先アドレスがオリジナルデータのマルチキャストパケットの宛先アドレスと同じで
あるマルチキャストパケットとして（すなわち送信者装置１からマルチキャストで送信さ
れたオリジナルデータのマルチキャストパケットとして）送信される。
【００２９】
　ただし、ルータは、LAN（Local Area Network）セグメントの異なるポートから受信さ
れたマルチキャストパケットを破棄してしまうので、オリジナルデータのマルチキャスト
と同様のLANに合流するネットワークに回復データのマルチキャストパケットを送信する
必要がある。通常の実装では、オリジナルデータのマルチキャストパケットを受信したル
ータのポートの中で、上流と同一のLANセグメントに所属するポートに送信する。すなわ
ち、ルータ３ｃにおいて、回復データのマルチキャストパケットを受信するポートのセグ
メントがオリジナルデータのマルチキャストパケットの受信（上流）ポートのセグメント
と同一となる。回復データのマルチキャストパケットは、ルータ３ｃによって、オリジナ
ルデータのマルチキャストパケットとして扱われる。
【００３０】
　本実施形態では、元のマルチキャストパケット自体も下流に送信されているので、エン
コーダ４が生成する符号化データはオリジナルデータよりも少なくてよい。また、実際に
使用するFECは何でもよく（この例では、パケットロスを対象とするので、パケットロス
用のイレージャ符号を用いるのがよい）、例えば、５パケット毎に、それらの中の任意の
個数のパケットをＸＯＲ演算したパリティパケットを１つ生成するような実装が考えられ
る。
【００３１】
　ネットワークでパケットロスが発生しても、上記のようにしてロスパケットが回復され
るため、受信者装置２ａ～２ｃでは正常な動作が行われる。なお、回復データのマルチキ
ャストパケットは、ルータ３ｃとデコーダ５の間の通信やデコーダ５での復号化に要する
時間分だけオリジナルデータのマルチキャストパケットから遅れて受信者装置２ａ～２ｃ
に届くが、マルチキャスト自体にパケットの到達順序の保証がないため、通常、受信者装
置２ａ～２ｃは若干の到達順序の逆転に耐える機能を持っている。
【００３２】
　上述したように、本実施形態によれば、高信頼化対象外のパケットに関しては、高信頼
化対象のマルチキャストパケットとは異なる通信経路で、FEC装置を経由することなく転
送することが可能となるので、FEC装置の設置時や障害時における高信頼化対象外の通信
の遮断を防止することができる。また、オリジナルデータのマルチキャストパケットも、
FEC装置を経由することなく転送されるので、高信頼化対象のマルチキャストに係る通信
の遮断も防止することができる。
【００３３】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。図４は、本実施形態による通信システムの
構成を示している。本実施形態では、ルータ３ｂと３ｃに挟まれた区間が、高信頼化する
区間である。エンコーダ４はルータ３ｂに接続され、デコーダ５はルータ３ｃに接続され
ている。本実施形態でも、エンコーダ４はJoinメッセージを生成し、ルータ３ｂへ向けて
送信する。すると、第１の実施形態と同様にして、Joinメッセージを受信したルータ３ｂ
によって、オリジナルデータのマルチキャストパケットがエンコーダ４へ転送されるよう
になる。
【００３４】
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　エンコーダ４において、符号化部４２は、送受信部４１によって受信されたマルチキャ
ストパケットに含まれるオリジナルデータを符号化し、符号化データを生成する。送受信
部４１は、符号化データを含むパケットをルータ３ｂへ向けて送信する。このパケットの
送信に関しては、第１の実施形態と同様に、マルチキャストで行っても、ユニキャストで
行ってもよい。パケットがマルチキャストで送信される場合には、オリジナルデータのマ
ルチキャストパケットの宛先アドレスに設定されているマルチキャストグループのアドレ
スとは異なるマルチキャストグループのアドレスが宛先アドレスに設定される。
【００３５】
　デコーダ５において、送受信部５１は、エンコーダ４から送信されたパケットを受信す
る。復号化部５２は、受信された符号化データを復号化し、オリジナルデータを生成する
。送受信部５１は、生成されたオリジナルデータのマルチキャストパケットをルータ３ｃ
へ向けて送信する。このマルチキャストパケットの送信元アドレスは、エンコーダ４が受
信したオリジナルデータのマルチキャストパケットの送信元アドレスと同じであり、宛先
アドレスも、エンコーダ４が受信したオリジナルデータのマルチキャストパケットの宛先
アドレスと同じである。さらに、このマルチキャストパケットのポート番号も、エンコー
ダ４が受信したオリジナルデータのマルチキャストパケットのポート番号と同じであり、
マルチキャストパケットのヘッダ全体が、エンコーダ４が受信したオリジナルデータのマ
ルチキャストパケットのヘッダと同じである。したがって、デコーダ５から送信されるマ
ルチキャストパケットは、送信者装置１からマルチキャストで送信されたオリジナルデー
タのマルチキャストパケットとして送信される。
【００３６】
　ルータ３ａは、デコーダ５から受信したマルチキャストパケットを、送信者装置１から
発信されたものであると認識して、受信者装置２ａ～２ｃへ転送する。このようにして、
一連のマルチキャスト配信が行われる。第１の実施形態では、元のオリジナルデータのマ
ルチキャストパケットも図１のルータ３ａから下流に送信されるので、オリジナルデータ
と比べて符号化データの量は少なくてよいが、本実施形態では、元のオリジナルデータの
マルチキャストパケットが図２のルータ３ｂから下流には送信されず、オリジナルデータ
と同等以上の量の符号化データを必要としている。
【００３７】
　オリジナルデータのマルチキャストパケットを受信するために受信者装置２ａ～２ｃが
送信したJoinメッセージは、通常であればルータ３ｃと３ｂを経由してルータ３ａに到着
するのだが、そうするとルータ３ｂが送信者装置１からのマルチキャストパケットをルー
タ３ｃへ転送する動作を開始してしまう。本実施形態では、オリジナルデータと同等以上
の量の符号化データが下流側に流れるようになっているので、ルータ３ｂが送信者装置１
からのマルチキャストパケットをルータ３ｃへ転送する必要はない。
【００３８】
　そこで、本実施形態では、ルータ３ｂが送信者装置１からのマルチキャストパケットを
ルータ３ｃへ転送することによる通信量の増大を防止するため、受信者装置２ａ～２ｃか
らのJoinメッセージがルータ３ｃからデコーダ５へ転送されるようになっている。このよ
うにするためには、送信者装置１までの通信経路がデコーダ５の方向であることをルータ
３ｃに認識させればよい。本実施形態のデコーダ５では、制御部５４が、送信者装置１ま
での経路に関するルーティング情報（経路情報）を生成し、送受信部５１がルーティング
情報をルータ３ｃへ送信する。このルーティング情報に基づいて、ルータ３ｃは、送信者
装置１までの通信経路がデコーダ５の方向であることを認識する。これによって、デコー
ダ５から送信されたマルチキャストパケットがルータ３ｃで破棄されることなく、受信者
装置２ａ～２ｃへ転送される。
【００３９】
　ここで扱うルーティングプロトコルとしては、例えばOSPF（Open Shortest Path First
）が挙げられる。通常、ルーティング情報は、宛先アドレスやネットワークアドレスによ
って定義されるので、デコーダ５は、対象とするマルチキャストの送信者装置１のアドレ
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スもしくはネットワークアドレスを知っておく必要がある。ルーティング情報をルータ３
ｃに通知する装置として、デコーダ５とルータ３ｃの間に別途ルータを設置してもよい。
【００４０】
　デコーダ５がルーティング情報をルータ３ｃに通知することに関して、デコーダ５が接
続するルータ３ｃ以外では、送信者装置１向きの通信経路がデコーダ５の方向にできるだ
け設定されないようにしたいという要求がある。コストの小さい通信経路にパケットが転
送されるものとすると、デコーダ５が持つ送信者装置１へのコストを、ルータ３ｃに接続
する他のルータの持つ送信者装置１へのコストより少しだけ小さくし、そのコストがデコ
ーダ５を伝わって他のルータに通知されたとき、他のルータの持つコストより大きくなれ
ば、他のルータには転送先の書き変えは起こらない。
【００４１】
　例えば、１ホップに係るコストをコスト２とし、ルータ３ｃ以外のあるルータが、送信
者装置１へのコストとしてコスト３０を持っているとする。ルータ３ｃから見た他のルー
タ向きの送信者装置１へのコストはコスト３２となる。デコーダ５が、送信者装置１への
コストとして、コスト２９をルータ３ｃに通知すると、ルータ３ｃでは、送信者装置１へ
のコストがコスト３１となり、送信者装置１への通信経路がデコーダ５に向く。一方、他
のルータにおいては、デコーダ５を経由する送信者装置１への通信経路のコストはコスト
３３になるので、ルーティングテーブルの変更は起こらない。
【００４２】
　上記のようにして、送信者装置１までの通信経路がデコーダ５の方向であることをルー
タ３ｃが認識すると、受信者装置２ａ～２ｃ等から送信者装置１へのパケット（暗号通信
に必要な鍵交換用のパケット等）もデコーダ５に届くようになる。そこで、デコーダ５は
受信者装置２ａ～２ｃからのパケットを、トンネリングによってデコーダ５からのパケッ
トとしてエンコーダ４へ送信する。すなわち、デコーダ５の制御部５４は、送受信部５１
によって受信された受信者装置２ａ～２ｃからのパケットに対して新たなヘッダを付加す
ることによって元のパケットをカプセル化し、送受信部５１は新たなパケットをエンコー
ダ４へ送信する。これによって、新たなパケットの送信元はデコーダ５となる。
【００４３】
　このパケットは、ルータ３ｃと３ｂを経由して、エンコーダ４によって受信される。エ
ンコーダ４の制御部４４は、送受信部４１によって受信されたデコーダ５からのパケット
から、デコーダ５で付加されたヘッダを除去し、元の受信者装置２ａ～２ｃからのパケッ
トに戻す。送受信部４１は、元に戻ったパケットを送信者装置１へ送信する。
【００４４】
　本実施形態においても、高信頼化対象外のパケット（例えば受信者装置２ａ～２ｃから
送信者装置１へのパケット）に関しては、高信頼化対象のマルチキャストパケットとは異
なる通信経路で、FEC装置を経由することなく転送することが可能となるので、FEC装置の
設置時や障害時における高信頼化対象外の通信の遮断を防止することができる。
【００４５】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。図５は、本実施形態による通信システムの
構成を示している。本実施形態では、送信者装置１から受信者装置２ａへユニキャストで
オリジナルデータのパケットが送信されるものとする。第１、第２の実施形態と同様に、
エンコーダ４は、対象となるパケットを受信する必要がある。例えば、以下の２通りの方
法によって、実装可能である。第１の方法は、ルータのミラーリングによって生成された
複製パケットを受信する方法である。第２の方法は、エンコーダ４がルーティング情報を
ルータ３ｂに通知し、対象パケットをエンコーダ４に転送するようにルータ３ｂに仕向け
る方法である。
【００４６】
　図５（ａ）は、第１の方法によって実現されるパケットの流れを示している。ルータ３
ｂは、ミラーリングによって複製したユニキャストパケットをエンコーダ４へ送信する。
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エンコーダ４は、受信したユニキャストパケットに含まれるオリジナルデータを符号化し
た符号化データを含むパケットをルータ３ｂへ向けて送信する。このパケットの送信に関
しては、デコーダ５のアドレスを宛先として、トンネリングやユニキャストで送信しても
よいし、マルチキャストで送信してもよい。マルチキャストの場合には、マルチキャスト
パケットを受信するため、デコーダ５はJoinメッセージを生成して送信する。
【００４７】
　デコーダ５はエンコーダ４からのパケットを受信する。また、ルータ３ｃは送信者装置
１からのユニキャストパケットをミラーリングによって複製し、デコーダ５へ送信する。
デコーダ５はこのユニキャストパケットも受信する。デコーダ５は、受信された符号化デ
ータを復号化し、通信経路で失われたデータを回復データとして回復する。デコーダ５は
、回復データを含むパケットを送信者装置１からのユニキャストパケットとしてルータ３
ｃへ送信する。デコーダ５から送信されたユニキャストパケットは、ルータ３ｃによって
受信者装置２ａへ転送される。パケットロスがなければ、全てのユニキャストパケットが
ルータ３ｃから受信者装置２ａへ転送されるので、デコーダ５は、パケットロスが発生し
た分だけデータを回復し、送信すれば十分である。
【００４８】
　一方、図５（ｂ）は、第２の方法によって実現されるパケットの流れを示している。ル
ータ３ｂは、エンコーダ４から通知されたルーティング情報によって、受信者装置２ａへ
の通信経路はエンコーダ４の方向であると認識し、送信者装置１からのユニキャストパケ
ットをエンコーダ４へ転送する。エンコーダ４は、受信したユニキャストパケットに含ま
れるオリジナルデータを符号化した符号化データを含むパケットをルータ３ｂへ向けて送
信する。このパケットの送信に関しては、デコーダ５のアドレスを宛先として、トンネリ
ングやユニキャストで送信してもよいし、マルチキャストで送信してもよい。マルチキャ
ストの場合には、マルチキャストパケットを受信するため、デコーダ５はJoinメッセージ
を生成して送信する。
【００４９】
　デコーダ５はエンコーダ４からのパケットを受信する。デコーダ５は、受信された符号
化データを復号化し、オリジナルデータを生成する。デコーダ５は、オリジナルデータを
含むパケットを送信者装置１からのユニキャストパケットとしてルータ３ｃへ送信する。
デコーダ５から送信されたユニキャストパケットは、ルータ３ｃによって受信者装置２ａ
へ転送される。
【００５０】
　上記において、ミラーリングで高信頼化の対象とすることができるパケットは、ミラー
リングで設定できるものであり、通常は宛先、送信元、ポート番号など毎に指定できる。
一方、エンコーダ４がルータ３ｂにルーティング情報を通知する場合、宛先ネットワーク
アドレスもしくはホストアドレス毎に通知するので、ポート番号などまで絞って行うこと
はできない。
【００５１】
　本実施形態においても、高信頼化対象外のパケットに関しては、高信頼化対象のマルチ
キャストパケットとは異なる通信経路で、FEC装置を経由することなく転送することが可
能となるので、FEC装置の設置時や障害時における高信頼化対象外の通信の遮断を防止す
ることができる。また、図５（ａ）に示した第１の方法では、オリジナルのユニキャスト
パケットも、FEC装置を経由することなく転送されるので、高信頼化対象のユニキャスト
に係る通信の遮断も防止することができる。
【００５２】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成はこれ
らの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
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【図１】本発明の第１の実施形態による通信システムの構成を示す構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による通信システムが備えるエンコーダの構成を示すブ
ロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による通信システムが備えるデコーダの構成を示すブロ
ック図である。
【図４】本発明の第２の実施形態による通信システムの構成を示す構成図である。
【図５】本発明の第３の実施形態による通信システムの構成を示す構成図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１・・・送信者装置、２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ・・・受信者装置、３ａ，３ｂ，３ｃ，
３ｄ・・・ルータ、４・・・エンコーダ、５・・・デコーダ、４１，５１・・・送受信部
、４２・・・符号化部、４３，５３・・・記憶部、４４，５４・・・制御部、５２・・・
復号化部

【図１】 【図２】

【図３】
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